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[Ⅰ] 基本的な考え方 

 

 １ 基本方針の趣旨・位置づけ 

〇 島根県では、「島根県県民いきいき活動促進条例」（以下「条例」という。）を定め、県
民いきいき活動（※１）を促進するとともに、協働（※２）を推進することにより、県民一人ひ
とりが生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現を目指しています。 
 

〇 条例第７条は、県民、ＮＰＯ、事業者、市町村、国などと連携して、県民いきいき活動を
促進し、協働を推進することが県の責務である、と定めています。 
 

〇 「島根県県民いきいき活動促進基本方針」（以下「基本方針」という。）は、条例第８条
に基づき、知事が県民いきいき活動の促進に関する施策の基本的事項等を定めるものです。 
 

〇 また、県の上位計画である「島根創生計画」の【施策】「地域で活躍する人づくり」を具
体化するものとして、令和２年３月に第３次改訂が行われましたが、「第２期島根創生計画」
の策定（令和７年３月）に併せ、これまでの取組の成果と課題を踏まえて改訂するものです。 

 
２ 基本方針の期間 

〇 基本方針の期間は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間とします。 
 
〇 策定後は、島根県県民いきいき活動促進委員会で毎年進捗管理を行い、そこで得られた意
見や県民いきいき活動の状況等を踏まえ、施策を推進するとともに、島根創生計画の見直し
や社会経済情勢の変化等を勘案して、必要に応じて見直しを行います。 
 

３ 基本方針の構成 

〇 条例の目的に示された「県民いきいき活動の促進」と「協働の推進」は、基本方針に定め
る施策の目指すところであり、「展開の柱（基本的方向）」として整理しました。 
 

〇 成果指標の評価、市町村とＮＰＯ（※３）の現状を基に、３つの重点課題を抽出し、「行動
計画の柱」と位置付けました。 
 

〇 具体的な施策は、３つの重点課題に対応するための重点施策と、その基盤となる基本施策
に分けて「行動計画」にまとめました。 
 

〇 「行動計画」を着実に推進し、必要な連携や調整を図るため、体制の整備、活動指標の設
定と評価、及び成果指標の設定と評価について「体制の整備等」に示しました。 

 
 

※１ 「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に

行われる活動のことをいいます。 

 

※２ 「協働」とは、県民、ＮＰＯ（※３参照）、事業者、学校、専門家、行政などの「多様な主体」が、共通の目的を達成する

ために、自立した対等な関係で、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、協力して活動することをいいます。 

協働の形態としては、共催、後援、委託、補助、提言など（寄附行為、ボランティア活動、助言も「など」に含まれる。）

があります。 

協働事業を行うにあたっては、次の基本原則に沿って行う必要があります。 

   ①対等、②自立、③合意、④信頼、⑤責任、⑥公開、⑦公平 

 

※３ 「ＮＰＯ」とは、「Non（非）」「Profit（利益）」「Organization（組織）」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、構成員

への収益の分配を目的としない団体（ＮＰＯ法人や市民活動団体、ボランティア団体など）の総称です。  
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基本方針の概要説明図 
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県 民 い き い き 活 動 促 進 基 本 方 針 

第４次改訂（令和７年３月） 

 

成果指標の評価 ＮＰＯの状況 市町村の状況 

 

１ 地域のニーズに応じた 
活動量の確保  

２  ＮＰＯの担い手
の確保    

現状と課題 

３ ＮＰＯの活動資金

の確保  

基 盤 と な る 基 本 施 策 

行動計画 

成果指標の設定・評価 活動指標の設定・評価 体制の整備 

体制の整備等 

【目的（第 1 条）】 

・県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、もって県民一人一人が生き生きと

心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与すること。 

【基本方針（第８条）】 

 ・知事は、施策推進のため、県民いきいき活動の促進に関する基本的な方針を策定する 

島根県県民いきいき活動促進条例（要約） 

１～３の課題を解決する重点施策 

行動計画の柱 

協 働 の 推 進 県民いきいき活動の促進 

・ 誰もが、様々な活動や協働の取組に、関わりやすい環境が整っている 

・ 多様な主体の連携と協力によって地域課題が解決され、活力のある島根が創られる 

 

展開の柱（基本的方向） 

重点課題 

【目指す将来像】 

人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根 

若者が増え、次代を担う子どもたちが増えることで活気にあふれ、 

県民一人ひとりが愛着と誇りを持って幸せに暮らし続けられる島根  

【基本目標】島根を創る人をふやす 

【政策】島根を愛する人づくり 

  【施策】地域で活躍する人づくり 

第２期島根創生計画 
(令和７年度～１１年度) 

計画期間：令和７年度～11年度 
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[Ⅱ] 展開の柱（基本的方向） 
 

１ 県民いきいき活動の促進 

 県民いきいき活動の普及と深化を図ることにより、地域の課題が解決され、県民一人ひとり

が生き生きと心豊かに暮らし続けられる活力ある島根を創ります。 

 

（１）県民いきいき活動の普及 － 活動に参加する機運の醸成 

  ◎ 県民いきいき活動にふれる機会を多くし、活動や寄附に対する関心を高めることで、

県民いきいき活動に参加する機運を醸成します。 

 

○ 多くの県民が県民いきいき活動に参加できる環境づくりを推進するため、ＮＰＯの

活動情報やボランティア情報が県民に届くよう、関係機関や団体と連携しながら情報

発信に取り組みます。 

 

○ 県民、企業及び学生等の先駆的な取組を顕彰し、県民いきいき活動への関心を高め、

県民等の参加を促進します。 

 

○ 県民や企業の想いをＮＰＯの公益活動に繋ぐ「しまね社会貢献基金制度（※４）」の

普及を通じて、「寄附」も県民いきいき活動の一つであることなどについて、県民や

企業の理解促進に取り組むことにより、寄附文化の醸成を図ります。 

 

 

（２）県民いきいき活動の深化 － 団体の自立した活動の推進 

  ◎ ＮＰＯの活動基盤が整うよう支援体制を充実し、団体が自立した活動を展開できる

よう推進します。 

 

○ ＮＰＯ法人（※５）の自立した活動を推進するため、ＮＰＯ法人の情報開示を進める

とともに、マネジメントセミナーの開催や組織・運営等に関する専門相談の充実を図

るなど、ニーズに対応した施策を幅広く展開します。 

 

○ ＮＰＯ法人の活動が持続可能なものとなるよう、認定ＮＰＯ法人（※６）化や団体相

互のネットワーク形成、団体のガバナンス・コンプライアンス強化などによる組織基

盤強化を図ります。 

 

○ 併せて、クラウドファンディング（※７）などファンドレイジングに関する学習機会

の提供、「しまね社会貢献基金」の寄附制度や、ふるさと納税、各種助成制度等の活

用促進などにより、ＮＰＯ法人の財政基盤強化を図ります。 

 

○ 地域の課題解決に取り組もうとする団体等に対し、事業化に向け必要な情報提供等

の支援を行います。 
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２ 協働の推進 

多様な主体による協働の普及と深化を図ることにより、地域の課題が解決され、県民一人 

ひとりが生き生きと心豊かに暮らし続けられる活力ある島根を創ります。 

 

（１）協働の普及 － 協働機会の拡大の推進 

  ◎ 協働の取組にふれる機会を設け、様々な手法や選択肢を示すなど、協働への関心を高め

ることで、協働の機会が広がるよう推進します。 

 

○ 市町村や関係団体と連携して、ＮＰＯの活動や協働事例等の情報収集・共有化に努

め、県ＮＰＯ活動推進室の相談窓口機能の充実を図るなど、協働に向けた環境整備を

推進します。 

 

○ 県や市町村職員、ＮＰＯを対象に協働に関する研修を実施するとともに、ＮＰＯと

行政との関係づくりや意見交換の場の創出について積極的に取り組みます。 

 

○ 「島根創生計画」に位置づけられる施策に多くのＮＰＯが協働し、地域課題解決を

推進できるよう、県施策に関する情報発信を行います。 

 

○ 県民や企業の想いをＮＰＯの公益活動に繋ぐ「しまね社会貢献基金制度」の普及を

通じて、「寄附」も協働の取組の一つであることについて、県民や企業の理解促進に

取り組むことにより、寄附文化の醸成を図ります。 

 

 

（２）協働の深化 － 協働による地域課題の解決の推進 

  ◎ 協働の基盤を整えるほか、多様な主体同士による協働実践力を向上させ、協働により地

域課題が解決するよう推進します。 

 

○ 協働による地域課題解決を更に推進するため、多様な主体が連携した地域課題解決

の取組を支援します。 

 

○ 県の関係部局において協働施策の充実を図るとともに、市町村とも連携・協力し、

それぞれの事業を活用した取組を推進します。 

 
 
※４ 「しまね社会貢献基金」とは、県内ＮＰＯの社会貢献活動の推進を図る目的で、県民や企業等からの寄附金を原資に、県

が設置し管理・運用を行っている基金です。Ｒ６年度においては、①公募時に寄附者名を付する「ネーミングライツ事業」、

②寄附者が活用方法を指定する「寄附者設定テーマ事業」、 ③寄附先の団体を指定する「団体活動支援事業（通常型）」、 

④団体が活動目的を示して寄附を募る「団体活動支援事業（提案型・クラウドファンディング）」の４つがあります。 

※５ 「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁（県内１９市町村と島根県など）において、設立の認証を

受け、法務局において登記がされた法人のことです。 

※６ 「認定ＮＰＯ法人」とは、ＮＰＯ法人のうち運営組織や事業活動が適正であるなど所定の基準を満たしていると所轄庁が

認定した法人のことです。 

※７ 「クラウドファンディング」とは、不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力など

を行うことを指す、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、資金調達をする手法のひとつです。 
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 [Ⅲ] 現状と課題 
 

基本方針に設定した成果指標の達成状況や、県内市町村及びＮＰＯ法人等の意見を踏まえ

て、現状と課題を整理しました。 
 

１ 現 状 
 
（１）成果指標の評価 
 

① 県民いきいき活動の促進 ⇒【資料１―１】参照        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

② 協働の推進 ⇒【資料１－２】参照        
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ポータルサイトの閲覧数は増加していますが、引き続き、県民いきいき活動に関す

る普及啓発が必要です。 

 

○ ＮＰＯ法人数と認定ＮＰＯ法人数は横ばいで、「力がある」と自ら認識するＮＰＯ

法人の数も横ばいですが調査総数が減少する中で割合は上昇しており、引き続き、

持続可能な運営ができるような支援体制が必要です。 

 

○ 支援関連施策に対するＮＰＯの満足度は低下しているため、課題に対応した重点

的な施策の展開が必要です。 

 

○ 社会貢献基金の登録団体数は、前回より増加していますが、ＮＰＯへの平均寄附件

数は横ばいであり、引き続き財政基盤強化に向けた取り組みが必要です。 

 

○ ＮＰＯのネットワーク加入割合は、前回より高くなっていますが、更なる連携強化

に向けた取り組みが必要です。 

○ 協働機会のある行政の事業数は前回数値を上回っており、予算割合も横ばいです

が、協働経験のある行政職員数は前回数値を下回っており、引き続き行政職員に向

けた協働推進の取り組みが必要です。 

 

○ 協働経験したＮＰＯの割合及び多様な主体と複数協働経験のあるＮＰＯの割合

は、前回より高くなっています。しかしながら、協働事業に関するＮＰＯの自己評

価とコーディネーターによる協働成立の割合は、概ね横ばいで、ＮＰＯの協働に対

する関心度は、前回数値及び目標値を下回っているため、引き続き、多様な主体に

よる協働の推進について、ＮＰＯの理解を深めていくことが必要です。 

 

○ 協働関連施策に対するＮＰＯの満足度は、目標数値に届かず、人員や資金面の制

約により協働が困難という団体の割合も増加しているため、課題に対応した重点的

な施策の展開が必要です。 
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【資料１―１】「県民いきいき活動の促進」に関する成果指標 
 

成  果  指  標 前 々 回 、 前 回 と の 比 較 

a1 関連施策に対する県民の認識 

【重要度】  

【満足度】 

 

Ｈ２７：67.8点 → R元：70.7点 → R6:72.8点     →   

Ｈ２７：42.3点 → R元：48.6点 → R6:46.6点     →   

a2 県民いきいき活動への参加率 Ｈ２７：26.7％  → H30：25.7%  → R５：23.9%（R6：＊）  

【R6目標 30％】  

a3 県民いきいき活動に関する 

関心度 

                R2：52.3%  → R5：51.7%（R6：＊） 

                        【R6目標５５％】 

a4 力があると自ら認識する 

ＮＰＯ法人数 

Ｈ２７：44法人 → H30：42法人 → R６：41法人     → 

 【R6目標５４法人】 

a5 支援関連施策に対する 

ＮＰＯの満足度 

Ｈ２７:62.5点 → H30：66.5点 → R６：56.9点      ↓   

 【R6目標７０点】 

a6 ＮＰＯ法人数 Ｈ２７：277法人 → H30：２8７法人 → R６：２７９法人  → 

a7 ＮＰＯへの寄附件数 Ｈ２７：14.8件 → H30：12.7件  → R６：12.1件     →        

a8 ポータルサイトの閲覧数 Ｈ２７：128,396 → H30：150,198 → R６：183,910  ↑ 

a9 認定ＮＰＯ法人数 Ｈ２７:6法人  → H30：６法人   → R６：６法人     → 

a10 社会貢献基金登録団体数 Ｈ２７:49団体 → H30：67団体 → R６：80団体     ↑ 

a11 ＮＰＯのネットワーク加入割合 Ｈ２７:36.0% → H30：32.6%  → R６：40.0%     ↑   

＊R7年 1月以降に公表予定 

 

【資料１－２】「協働の推進」に関する成果指標 
 

成  果  指  標 前 々 回 、 前 回 と の 比 較 

b1 協働関連施策に対する県民の認識 

【重要度】  

【満足度】 

 

Ｈ２７：71.8点 → R元：77.0点 → R６:＊    

Ｈ２７：50.7点 → R元：41.4点 → R６:＊ ↑    

b2 協働機会のある行政     【事業数】 

 

【予算割合】 

Ｈ２７：503  → H30：487  → R６:637      ↑ 

                      【R6目標６５０事業】        

Ｈ２７：2.1％ → H30：2.0%  → R６：2.1%    →   

b3  ＮＰＯの協働に対する関心度                R2：88.7%  → R6：66.3%   ↓ 

                       【R6目標９0％】 

b4 協働事業に関する自己評価 Ｈ２７：79.1点 → H30:83.5点 → R6：83.5点 →   

 【R6目標９０点】 

b5 協働関連施策に対するＮＰＯの満足度 Ｈ２７：56.5点 → H30：63.8点 → R6：52.3点 ↓ 

 【R6目標７０点】 

b6 協働経験した NPOの割合 Ｈ２７：65.0% → H30:56.0% → R６：75.2% ↑    

b7 協働経験のある行政職員数 Ｈ27: 3,473 → H30: 3,835 → R６： 2，884  ↓    

b8 協働に関する制度や手続き等への 

満足度 

Ｈ２７：47.0% → H30:33.0% → R6：37.0% →    

b9 多様な主体と複数協働経験の割合 H30: 52.0% → R６：78.9% ↑      

b10 人員や資金面の制約により 

協働できない団体の割合 

Ｈ２７：23.0% → H30:21.8% → R６：32.0% ↑    

b11 コーディネーターによる協働成立割合 Ｈ２７：69.6％ → H30:82.3% → R６：76.3% →    

＊R7年 1月以降に公表予定 
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（２）市町村の状況 ⇒【資料２】参照 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【資料２】市町村の状況 
 
・島根県の推計人口（Ｒ６.10.１）から 

《人口》 

  ・６５歳以上の住民の割合：隠岐４２.８％ 西部４０.９％ 東部３２.７％ 

   ・人口増減率（対Ｒ元年）：隠岐▲８.０％ 西部▲７.９％ 東部▲３.４％ 

・県内市町村アンケート（Ｒ６）から 

《主要な地域課題》 

 生活交通確保・買物弱者支援・生活の困りごと：西部＞東部＞隠岐 

 医療福祉サービス確保・ＵＩターン者定住支援：隠岐＞西部＞東部 

《主要な地域課題の担い手》 

 企業、個人商店、社会福祉法人、行政： 隠岐 93％＞西部 55％＞東部 53％ 

ＮＰＯ、地域自主組織等：       西部 34％＞東部 31％＞隠岐 7％ 

《上記地域課題と NPO との協働に関する認識》 

「ＮＰＯに関して、特に課題や対応することはない」   ２４％ 隠岐＞西部＞東部 
「新規ＮＰＯに課題を担ってもらう調整・支援が必要」  ２３％ 東部＞隠岐＞西部 
「既存ＮＰＯに課題を担ってもらう調整・支援が必要」  １６％ 西部＞東部＞隠岐 
「ＮＰＯの合同・連携で担ってもらう調整・支援が必要」１０％ 東部＞西部＞隠岐 
「ＮＰＯの後継者育成支援が必要」                 １０％ 東部＞西部＞隠岐 
「ＮＰＯの活動資金援助が必要」                   １０％ 東部＞隠岐＞西部  

○ 県内の市町村では、少子高齢化に伴い、生活交通の確保、買物弱者の支援、

生活の困りごと解決（草刈・除雪等）、医療・福祉サービスの確保、ＵＩター

ン者の定住支援などの主要課題に直面しています。 

 

○ これらは現在、企業、個人商店、社会福祉法人、行政、ＮＰＯ、地域自主組織

等が担っていますが、担い手の後継者不足等によって継続することが困難にな

るのではないか、と懸念する市町村が見受けられます。 

 

○ 主要課題の優先順位や担い手（現状）には地域差があり、現にＮＰＯや地域

自主組織等が担っている市町村の割合は、県西部地域の方が、東部地域や隠岐

地域に比べて高い状況にあります。 

 

○ また、将来的にＮＰＯ、地域自主組織等に担ってもらう場合に、県東部地域

では、新たなＮＰＯの設立やＮＰＯの合同・連携の割合が高く、西部地域では、

既存ＮＰＯの割合が高い状況にあります。 

 

○ これらの課題を引き続きあるいは将来的にＮＰＯ、地域自主組織等に担って

もらうためには、新たな担い手となるＮＰＯの設立や複数ＮＰＯの合同・連携

に向けた調整・支援や、ＮＰＯの後継者育成支援、活動資金援助が必要です。 
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（３）ＮＰＯの状況 ⇒資料３参照 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【資料３】ＮＰＯ法人等の状況 

《Ｒ５年度の県内団体数と、人口 10万人当たり団体数の全国比較》  

・ＮＰＯ法人（Ｈ１３年創設）        ２８１  43.2法人/10 万人は、全国 12位  
・特定地域づくり事業協同組合（Ｒ２年創設）  １４   2.1組合/10 万人は、全国 １位 

・一般・公益／財団・社団法人（Ｈ２０年改正）１６７   25.7法人/10 万人は、全国 １位 

・参考：地域運営組織（ＲＭＯ）         １６３   25.1団体/10 万人は、全国 ２位  

《継続と力》 

・県内ＮＰＯアンケート（Ｒ６）で、 

・ＮＰＯの設立後平均年数：１６.２年 
・「力がある」と自認するＮＰＯ法人の割合：46.1％（参考：Ｈ30年調査では 35.3％） 
・人材確保に「苦労している」又は「やや苦労している」と回答した団体 72.0％ 

・資金調達に「苦労している」又は「やや苦労している」と回答した団体 65.7％ 

・社会ネットワークと非営利組織研究プロジェクトが実施した「山陰地域のＮＰＯ法人に関する

活動調査」（Ｒ３）で、代表者が６０歳（７０歳）以上というＮＰＯ法人 71.7（36.1）％  

《資金調達》 

・寄附金      H25年度：5,466千円 →H30年度：5,246千円 →R5年度：9,094千円 

・基金活用事業 H25年度：2,634千円 →H30年度：6,059千円 →R5年度：10,411千円 

《地域差》 

・ＮＰＯ法人認証数（R６年５月末）  東部 16８（60.6%） 西部 102（36.8%） 隠岐 7（2.5%） 

・基金活用事業件数（R5年度）     東部  35（87.5%） 西部  5 （12.5%） 隠岐 0 （0%） 

・日本非営利組織評価センターのベーシックガバナンスチェックリスト掲載団体数(R６) 

東部  ７ （77.８%） 西部 ２ （22.2%） 隠岐 ０ （0%） 

〇 様々な制度の創設や、会社法改正（Ｈ１８）による株式会社の設立要件の緩

和、合同会社（ＬＬＣ）の創設により、ＮＰＯは目的や態様に応じて、多様な

選択肢から組織形態を選択しうる状況にあります。 

 

○ 島根県のＮＰＯ法人等の人口１０万人当たり団体数は、全国的に高い水準に

あります。 

 

○ ＮＰＯの設立後平均年数は１６.２年で、「力がある」と自認するＮＰＯ法人

の割合も増加し、地域、企業、行政などの信頼も定着しつつあります。 

 

○ 他方で、ＮＰＯの中には、代表者の高齢化や後継者・担い手の不足によって、

既に解散や休眠状態に陥ったり、今後その懸念のある団体も見受けられます。 

 

〇 西部地域などのＮＰＯは、県庁所在地から遠いことや、ＮＰＯと所轄庁の双 

方で職員数・予算の規模が小さいこともある中で、東部地域に比べ基金の活用 

が進んでいないことが見受けられます。 
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２ 課 題 

   
現状から見えてきた３つの重点課題について、今後、重点的に施策を展開していく

ことが求められています。 
 

＜地域のニーズに応じた活動量の確保＞ 

○ 深刻な地域課題を抱えつつも、市町村及びＮＰＯの職員数や財政が比較的小規模

で、ＮＰＯとの協働が十分とはいえない地域に対し、好事例の収集、しまね社会貢

献基金の効果的運用などにより、重点的に支援する必要があります。 

 

○ 課題解決の好事例に関する行政とＮＰＯ等の情報共有・意見交換、新たなＮＰＯ

の設立支援、活動資金の確保など、地域課題をＮＰＯが担っていくための環境整備

を図っていく必要があります。 

 

○ ＮＰＯのネットワーク形成、複数のＮＰＯの合同・連携に対する調整・支援や、

中間支援組織の育成・活用など、多様な主体が連携することによって地域課題を解

決できる環境整備を進める必要があります。 
 

＜ＮＰＯの担い手の確保＞ 

○ 担い手確保に苦慮しているＮＰＯに関する情報の提供、ＮＰＯ活動に興味を持つ

学生や県民等が、ＮＰＯの活動について、知り、体験し、交流する機会の提供など、

ＮＰＯとその担い手となりうる人のマッチングを図っていく必要があります。 

 

○ 個別ＮＰＯの担い手不足を、人材のシェアリング・派遣など、ＮＰＯ、企業、行

政等の多様な主体が得意分野を活かし連携することで対応できる仕組みづくりを

図っていく必要があります。 

 

○ 新たなＮＰＯ会員や、不得手な業務を有するＮＰＯ職員等が、他のＮＰＯ法人の

実践者等からノウハウやアイディアについて学ぶ、研修・交流会、専門家による相

談など、ＮＰＯ職員のスキルアップと育成を図っていく必要があります。 
 

＜ＮＰＯの活動資金の確保＞ 

○ 行政は、補助金やふるさと納税などを活用した関連予算の措置や、ＮＰＯに対す

る資金調達情報の提供などに、またＮＰＯは、基金登録団体への登録、公募助成金

への応募や寄附金の自己調達などに、それぞれ、取り組んでいく必要があります。 

 

○ ＮＰＯ・企業・学生の顕彰などを通じて、いきいき活動や協働への関わり方とし

て、しまね社会貢献基金、ふるさと納税やクラウドファンディングなど様々な選択

肢があることを県民等に、サポーター企業となることのメリットを事業者等に周

知することで、寄附文化の醸成を図っていく必要があります。 

 

○ しまね社会貢献基金の寄附金テーマの数（11）が多いことで、事業募集金額であ

る１０万円に達しない少額寄附金の滞留が一部で発生しています。寄附金が集ま

りやすく、かつ、速やかにＮＰＯの活動資金として活用できるよう、寄附金テーマ

数の集約や基金登録団体制度の魅力化などの制度改善を図る必要があります。 
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[Ⅳ] 行動計画 
 
１ 重点施策 
 

（１）地域のニーズに応じた活動量の確保 

深刻な地域課題を抱えつつも、市町村とＮＰＯの職員数や財政規模が比較的小さな地域

に特化した施策を充実させることで、当該地域のニーズに応じた活動量を確保します。    
 

No. 
新
規 

施 策 内 容 事  業  内  容 活動指標 

１  ＮＰＯのネット
ワーク形成 

ＮＰＯが相互に連携した多様な活動を推進
するため、ネットワーク形成を推進します。 

参加団体数 

２  協働のための交
流・マッチング 

ＮＰＯ関係者と行政職員による、協働のきっ
かけづくりのための交流会を開催し、意見交
換等を通じて協働関係の構築を図ります。 

参加者数 

３ 変
更 

中間支援機能の
充実 

しまね県民活動支援センター等の中間支援
組織による、ＮＰＯの設立・連携等の支援、
相談業務、書類作成・ＩＴ化支援、多様な主
体の連携のコーディネート等の機能の充実
を図ります。 

コーディネ
ート件数 

４ 新 地域課題解決の
好事例の共有・
取組拡大 

地域課題解決の好事例を収集し、ＮＰＯ関係
者と行政職員で情報共有等をすることによ
って、好事例の取組の拡大を図ります。 

情報共有の
回数＜新＞ 

５ 新 多様な主体の人
材を活用できる
仕組みづくり 

専門的なスキルや技能経験を持つ、ＮＰＯ・
企業・行政等の人材のシェアリング・派遣な
ど、多様な主体が集まって圏域で地域課題解
決に取り組む仕組みづくりを進めます。 

人材の活用
件数＜新＞ 

６ 新 しまね社会貢献
基金の効果的な
活用 

しまね社会貢献基金の寄附テーマの統合や、
市町村が抱える地域課題を解決する取り組
みの優先採択基準づくりなど、寄附金が効果
的に活用される仕組みづくりを進めます。 

テーマ事業
の寄附額に
占める活用
額の割合 
＜新＞ 

 
 

≪成果指標≫ 
 

区      分 前回（H30） 現状（Ｒ６） 目標（Ｒ11） 

ｓ１ 基金活用事業数に占める対象地
域での活用数の割合＜新＞ 

― ※ ― ※ ４０.０％ 

ｓ２ 複数のＮＰＯが連携して地域課
題に取り組んだ事例の数＜新＞ 

― ※ ― ※ ２０件 

    ※ R7年から調査を開始し、目標を設定します。 
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（２）ＮＰＯの担い手の確保  

地域を支えるＮＰＯの活動が継続し、発展するように、後継者となる人材の確保・育成

を支援します。    
 

No. 
新
規 

施 策 内 容 事  業  内  容 活動指標 

７  学生や企業の地
域貢献活動の促
進 

地元の大学や企業と連携し、学生や企業の地
域貢献活動について、情報発信を行いながら
推進します。 

情報発信 
団体数 

８  ＮＰＯの基盤強
化支援 

団体幹部に対する組織運営・資金調達等の研
修や担当者に対する法律、会計・税務、労務
管理の研修を実施し、ＮＰＯの基盤強化等を
支援します。  

受講者数 

９  専門家による各
種相談 

ＮＰＯ法人が抱える運営の課題・問題に対
し、専門相談員等による訪問相談、出張相談
会を実施します。 

相談件数 

10 新 担い手確保に関
する情報交換 

担い手確保に苦慮しているＮＰＯ関係者と
行政関係者、学生、地域おこし協力隊などの
移住者等との情報交換会を開催し、マッチン
グ支援を図ります。 

情報交換の
回数＜新＞ 
 

11 新 現役世代・退職
（予定）者の参
加促進 

ＮＰＯの活動内容・人材不足等の情報提供を
通じて、公務職場や企業等の従事者がその経
験を活かし、ＮＰＯ活動の担い手や支援者と
なるよう、働きかけます。 

情報提供の
回数＜新＞ 

５ 
（再掲） 

新 多様な主体の人
材を活用できる
仕組みづくり 

専門的なスキルや技能経験を持つ、ＮＰＯ・
企業・行政等の人材のシェアリング・派遣な
ど、多様な主体が集まって圏域で地域課題解
決に取り組む仕組みづくりを進めます。 

人材の活用
件数＜新＞ 

 
 

≪成果指標≫ 
 

区      分 前回（H30） 現状（Ｒ６） 目標（Ｒ11） 

ｓ３ 情報交換がＮＰＯの担い手の
確保につながった件数＜新＞ 

― ※ ― ※ ２０件 

ｓ４ 情報提供がＮＰＯの担い手の
確保につながった件数＜新＞ 

― ※ ― ※ ２０件 

 ※ R7年から調査を開始し、目標を設定します。 
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（３）ＮＰＯの活動資金の確保 

地域を支えるＮＰＯの活動が継続し、発展するように、必要な活動資金の調達・確保を

支援します。    

 

No. 
新
規 

施 策 内 容 事  業  内  容 活動指標 

12  寄附活動の推進 しまね社会貢献基金制度について、県民や企
業に広く周知を図ります。併せて、寄附を受
けようとする団体登録の拡大を図るととも
に、団体の取組を広くＰＲし、寄附活動を推
進します。 

寄附件数 

13  県民いきいき活
動の顕彰 

ＮＰＯや企業等が行う先駆的な県民いきい
き活動を毎年顕彰し、県内で活発に活動が展
開されるように推進します。 

表彰団体数 

14 変
更 
 

ＮＰＯの資金調
達支援 

メールマガジン等による公募助成金や休眠
預金の活用事業の紹介や、寄附金調達の研修
により、ＮＰＯの資金調達を支援します。 

紹介回数 

15 変
更 

しまね社会貢献
基金活用事業に
よる財政基盤強
化 

県民・企業等の寄附金を原資とする、しまね
社会貢献基金活用事業＜ネーミングライツ
事業、寄附者設定テーマ事業、団体活動支援
事業（通常型／提案型・クラウドファンディ
ング）＞により、基金登録団体が実施する社
会貢献活動を支援します。 

基金の活用
事業件数 

16 新 基金登録団体の
登録促進 

登録要件の緩和、事務の簡素化、登録メリッ
トの増等、制度の魅力アップを通じて基金登
録団体の登録増を図ります。 

社会貢献基
金登録団体
数＜新＞ 

17 新 サポーター企業
への登録促進 

しまね社会貢献基金の活用事例等を県ＨＰ、
県人会や企業団体等を通じて紹介し、サポー
ター企業の登録促進を図ります。 

紹介回数 
＜新＞ 

６ 

（再掲） 

新 しまね社会貢献
基金の効果的な
活用 

しまね社会貢献基金の寄附テーマの統合や、
市町村が抱える地域課題を解決する取り組
みの優先採択基準づくりなど、寄附金が効果
的に活用される仕組みづくりを進めます。 

テーマ事業
の寄附額に
占める活用
額の割合 
＜新＞ 

 
 
≪成果指標≫ 

 

区      分 前回（H30） 現状（Ｒ６） 目標（Ｒ11） 

ｓ５ しまね社会貢献基金の活用額 
＜新＞ 

6,059 千円 10,411千円 12,000千円 

ｓ６ サポーター企業登録数＜新＞ ６社 １７社 ２５社 

      



- 13 - 

 

２ 基本施策 

県民いきいき活動の促進と協働の推進のベースとなる基本施策については、今後も適宜工夫
と改善を図りながら、取り組んでいきます。 

 
 

NO. 施 策 内 容 事  業  内  容 活動指標 

18 ポータルサイトの充実
と情報発信 

ＮＰＯ・ボランティア関係情報ポータルサ
イト「島根いきいき広場」の充実を図り、情
報をタイムリーに提供します。  

サイト閲覧
件数 

19 県の広報媒体の活用 県各所属のボランティア情報やＮＰＯの公
益活動などを広く県民に広報するため、「フ
ォトしまね」や県政テレビ番組など広報媒
体を戦略的に活用します。 
 

掲載件数 

20 市町村の広報媒体の活
用 
 

市町村の広報紙等各種広報媒体において、
県民いきいき活動関係の情報が提供される
よう働きかけます。 
 

掲載件数 

21 民間団体の広報媒体の
活用 
 

しまね県民活動支援センターの情報誌「し
まねいきいきねっと」等により、地域づく
り・ＮＰＯの旬な活動等を情報提供します。 
 

掲載団体数 

22 県各所属のボランティ
ア事業の参加促進 

県各所属においてボランティア事業の充実
を図り、広く県民が参加する機会を創出し
ます。 
 

参加者数 

23 社会貢献活動に関する
シンポジウム等の開催 

県民いきいき活動について広く理解促進を
図るため、シンポジウム等を開催します。 
 

開催回数 

24 社会貢献活動に関する
出前講座等の開催 

社会貢献活動の参加等について、県の出前
講座等で啓発を図ります。 
 

講座実施 
回数 

25 ＮＰＯの立上げ等支援 ＮＰＯの立上げや、事業化に向け必要な情
報提供等を支援します。ＮＰＯ法人認証事
務のオンライン化（R6～） 
 

ＮＰＯ法人
の新規設立
数 

26 ＮＰＯ法人への低利融
資 

県から金融機関へ資金を預託する方式の低
利融資制度により、ＮＰＯ法人の資金調達
を支援します。 
 

融資件数 

27 県各所属の助成制度に
よる支援 

県各所属の助成制度により、ＮＰＯの活動
を支援します。 
 

支援事業数 
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NO. 施 策 内 容 事  業  内  容 活動指標 

28 協働事例・ＮＰＯ活動の
収集、情報発信 

県庁各部局や他の自治体での協働事例やＮ
ＰＯ活動の情報を収集し、ホームページ等
各種広報媒体により提供します。 
 

収集した 
事例数 

29 ＮＰＯと行政職員の協
働研修 
 
 

ＮＰＯと行政職員（県・市町村）の協働研修
を通じて、協働の理解を深めます。 
 

受講者数 

30 ＮＰＯ・行政職員への協
働情報の提供 

メールマガジン等により、ＮＰＯや行政職
員に対し協働事業をはじめ各施策の取組状
況等についての情報提供を行います。 
 

情報提供 
回数 

31 協働推進員（県職員）の
配置と研修 

県ＮＰＯ活動推進室と連携して各課事業の
協働化を推進する協働推進員を各課に配置
し、全庁的な取組を進めます。 
 

受講者数 

32 職員（県・市町村）研修 ＮＰＯや協働に対する理解、効果的な協働
を進めるための研修を実施します。各市町
村においても、職員研修が実施されるよう
働きかけます。 
 

受講者数 

33 多様な主体との協働の
取組を支援 

多様な主体とＮＰＯの協働が進むよう支援
します。 
 

協働数 

34 県各所属による協働事
業の実施 

県各所属において、協働施策の充実を推進
します。 
 

事業数 

35 市町村の協働事業の推
進 

市町村の協働の取組事例等を広く周知する
とともに、市町村との連携に努めます。 
 

事業数 

 
 

≪参考≫ 成果指標 
   

区      分 前回（Ｈ30） 現状（Ｒ６） 目標（Ｒ11） 

ｓ７  県民いきいき活動への参加率 ２５.７％ ２３.９％ ３０.０％ 

ｓ８  県民いきいき活動に関する関心度 ５２.３％ ５１.７％ ５５.０％ 

ｓ９  「力がある」と自ら認識する 
ＮＰＯ法人の割合 

３５.３％ 
（42／119） 

４５.１％ 
（41／89） 

５０.０％ 
（50／100) 

ｓ10  協働機会のある行政の事業数 ４８７事業 ６３７事業 ６５０事業 

ｓ11  協働経験したＮＰＯの割合 ５６.０％ ７５.２％ ８０.０％ 

ｓ12   多様な主体と複数協働を経験した 
NPOの割合 

５２.０％ ７８.９％ ８４.０％ 
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 [Ⅴ] 体制の整備と評価等 
 

１ 体制の整備 

 
◎ 県民いきいき活動の促進及び協働の推進のため、関係機関相互の緊密な連携及び施策の

調整を図るための体制を整備し、県、市町村、しまね県民活動支援センター、県民いきい

き活動促進委員会が相互に連携・協力しながら総合的に施策を推進します。 
 

○ 県ＮＰＯ活動推進室は、行動計画の活動指標に基づいて進捗管理を行うほか、市町村、

しまね県民活動支援センターや、市町村又は圏域を活動エリアとする地域の中間支援組

織等と連携・協力するとともに、県民、事業者、学校、県出身者などの県外関係者、Ｎ

ＰＯへ情報提供・啓発を行います。 
 

○ 県と市町村は、会議等を通じて、県民いきいき活動や協働に関する課題や施策・取組

の情報交換・情報共有を図り、ＮＰＯ法人、地域運営組織（ＲＭＯ）、市民活動団体・

ボランティア団体など多様な主体と連携し取り組みます。 
 

○ しまね県民活動支援センターは、県ＮＰＯ活動推進室、市町村や地域の中間支援組織

と相互に連携・協力しながら、ＮＰＯに対する中間支援（人材育成、基盤強化、ネット

ワークづくり、相互協力等）を行います。 
 

○ 活動実践者や学識経験者等で構成する「県民いきいき活動促進委員会」は、行動計画

の進捗状況を踏まえ、「県民いきいき活動の促進」と「協働の推進」に係る施策の評価

及び県が取り組むべき施策等についての助言等を行います。 
 

２ 活動指標の設定と評価 

 

○ 毎年度の施策の進捗を的確に把握するため、「行動計画」の施策ごとに「活動指標」を

設定し、その結果を県民いきいき活動促進委員会に報告し、意見や評価を得ながら施策を

推進します。 
 

３ 成果指標の設定と評価 

 

○ 「行動計画」の「重点施策」と「基本施策」により、県民いきいき活動を取り巻く環境や

意識が計画期間中にどのように変化・改善したかを把握するため、「成果指標」を設定し、

基本方針の改訂時にその達成状況を踏まえ、県民いきいき活動促進委員会において見直し

等の検討を行います。 
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体制の整備と連携・協力のイメージ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体
制
の
整
備 

行政 

（県・市町村） 

① しまね県民活動支援センター、地域の中間支援組織等と連携・協力 

② 県民、事業者、学校、県外関係者、NPO への情報提供・啓発 

③ 会議等で情報交換・共有を図り、多様な主体と連携した取組 

行政、各地域の中間支援組織等と連携・協力し、ＮＰＯに対する中間支援

（人材育成、基盤強化、ネットワークづくり、相互協力等） 

県民いきいき活動

促進委員会 
「県民いきいき活動の促進」と「協働の推進」に係る施策の評価と助言等 

しまね県民活動支援

センター 

事業者 県民 学校 県外関係者 

市

町

村 

地
域
の 

中
間
支
援
組
織 

ＮＰＯ法人 
地域運営組織 

（ＲＭＯ） 

市民活動団体・ボランティア団体 等 

連携・協力 

寄附・参加等 

しまね県民活動 

支援センター 
連携・協力 

 

連携・協力 

 
県（ＮＰＯ活動推進室・庁内の協働推進員） 

 

評価・助言等 

県民いきいき活動促進委員会 

連携・協力 
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≪参考１≫  

 

島根県県民いきいき活動促進委員会委員名簿 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 氏   名 職 業 又 は 所 属 団 体 等 備 考 

県
民
い
き
い
き
活
動
実
践
者 

小倉 加代子 
認定特定非営利活動法人 自然再生センター 

副理事長・office マネージャー 
委員長 

森山  忍  
特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク島根 

副理事長 
 

原田 陽子 松江ＮＰＯネットワーク 事務局長  

若菜 洋子 特定非営利活動法人 らんぐ・ざーむ 理事長  

寺迫  麟 島根県立大学地域政策学部 学生 公募委員 

学
識
経
験
者 

石橋 留美子 益田市まちづくりコーディネーター  

香取 亜希 司法書士・行政書士  

宮下 聖史 島根県立大学地域政策学部 准教授 副委員長 

猿渡  壮 島根大学法文学部 講師 副委員長 

企
業
関
係
者 

松村 健次 
山陰中央新報社 

執行委員 論説委員会論説委員長 
 

狩野 瑞穂 
山陰合同銀行 地域振興部 地域振興グループ 

副調査役 
 

野々村三重子 島根県商工会女性部連合会 副会長  

団
体
及
び
市
町
村 

星野 健一 出雲市 市民活動支援課 課長補佐  

田村  哲 邑南町 地域みらい課 課長  

松﨑 志保 
島根県社会福祉協議会 

生活支援部 部長代理  
 

原  早紀子 
公益財団法人ふるさと島根定住財団 

地域活動支援課 課長 
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≪参考２―１≫ 成果指標（第３次改訂）の抽出方法 

成 果 指 標 抽 出 元 抽 出 方 法 

a1 関連施策に対する県民の認識

（重要度・満足度） 

県政県民満足度調査 

県政県民意識調査 

関連施策の重要度及び満足度につい

ての評価をもとに算出 

a2 県民いきいき活動への参加率 県政世論調査 

 

ボランティア活動に参加していると回答

した人の割合  

a3 県民のいきいき活動に関する

関心度   

県政世論調査 県民いきいき活動に関心があると回答

した人の割合 

a4 力があると自ら認識するＮＰＯ

法人数 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

「力のあるＮＰＯ法人」との認識につい

て「思う」「やや思う」と回答した法人数 

a5 支援関連施策に対するＮＰＯの

満足度 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

基本方針に記載する支援関連の各施

策の評価をもとに算出 

a6 ＮＰＯ法人数 ＮＰＯ活動推進室資料  

a7 ＮＰＯへの寄附件数 基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

ＮＰＯへの過去 1年間の寄附件数の平

均値 

a8 ポータルサイトの閲覧数 ＮＰＯ活動推進室資料 島根いきいき広場の閲覧数 

a9 認定ＮＰＯ法人数 ＮＰＯ活動推進室資料  

a10 社会貢献基金登録団体数 ＮＰＯ活動推進室資料  

a11 ＮＰＯのネットワーク加入割合 基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

3団体以上で構成されているネットワ

ークに加入している団体の割合 

成 果 指 標 抽 出 元 抽 出 方 法 

b1 協働関連施策に対する 

県民の認識（重要度・満足度） 

しまねＷｅｂモニター調査 

県政世論調査 

関連施策の重要度及び満足度につい

ての評価をもとに算出 

b2 協働機会のある行政 

＜事業数・予算割合＞ 

協働事業実績調査 

（活動指標実績調査）  

県および市町村で実施した協働事業の

事業数及び予算割合 

b3 ＮＰＯの協働に対する関心度  基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

ＮＰＯの協働に関する関心度の割合 

b4 協働事業に関する自己評価 基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

協働事業について、「パートナー意識」

「協働による効果」などの評価を点数化

し平均点を算出 

b5 協働関連施策に対する 

ＮＰＯの満足度 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

基本方針に記載する支援関連の各施

策の評価をもとに算出 

b6 協働経験したＮＰＯの割合 基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

過去に協働事業を経験したことがある

団体の割合 

b7 協働経験のある行政職員数 協働事業実績調査 

（活動指標実績調査）   

県及び市町村で実施した協働事業に

関わった行政職員数 

b8 協働に関する制度や手続等 

への満足度 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

行政と協働する際に課題、問題点があ

ると答えた団体の割合 

b9 多様な主体と複数協働経験の

割合 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

協働経験のある団体のうち、2以上の

相手と協働経験がある団体の割合 

b10 人員や資金面の制約により 

協働できない団体の割合 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

行政と協働したことがない理由のうち、

「人員や資金面の制約により協働でき

ない」と答えた団体の割合 

b11 コーディネーターによる 

協働成立割合 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

「協力者（相談相手）がいた」と回答した

団体の割合 
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≪参考２－２≫ 成果指標（第４次改訂）の抽出方法 

 

 

＜重点施策＞ 

 

 
＜基本施策＞ 

 

    

 

成 果 指 標 抽 出 元 抽 出 方 法 

ｓ１ 基金活用事業数に占める対象地域で

の活用数の割合＜新＞ 

ＮＰＯ活動推進室資料 

 

対象地域で基金を活用した事業

数の全活用事業数に占める割合 

ｓ２ 複数のＮＰＯが連携して地域課題

に取り組んだ事例の数＜新＞ 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

「複数のＮＰＯが連携して地域

課題に取り組んだことがある」

と回答したＮＰＯの数 

s３ 情報交換がＮＰＯの担い手の確保

につながった件数＜新＞ 

協働事業実績調査 

（活動指標実績調査） 

財団、市町村に件数を照会 

ｓ４ 情報提供がＮＰＯの担い手の確保

につながった件数＜新＞ 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

「行政等の情報提供によって、

担い手（ボランティアを除く）

の確保が得られたことがある」

と回答したＮＰＯの数 

ｓ５ しまね社会貢献基金の活用額 

＜新＞ 

ＮＰＯ活動推進室資料  

ｓ６ サポーター企業登録数＜新＞ ＮＰＯ活動推進室資料   

成 果 指 標 抽 出 元 抽 出 方 法 

ｓ７ 県民いきいき活動への参加率 

 

県政世論調査 

 

ボランティア活動に参加していると

回答した人の割合  

ｓ８ 県民のいきいき活動に関する関心度

   

県政世論調査 県民いきいき活動に関心があると

回答した人の割合 

ｓ９  「力がある」と自ら認識するＮＰＯ法

人の割合 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

力のあるＮＰＯ法人と「思う」又は

「やや思う」と回答した法人の割合 

ｓ10協働機会のある行政の事業数 協働事業実績調査 

（活動指標実績調査）  

県及び市町村で実施した協働事

業の数 

ｓ11 協働経験したＮＰＯの割合 

  

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

協働の経験をしたことがある団体

の割合 

ｓ12 多様な主体と複数協働を経験した 

NPOの割合 

 

基本方針及び行動計画

に係るアンケート調査 

協働の経験をしたことがある団体

のうち、2以上の相手と協働経験

がある団体の割合 


